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INFORMATION

11
月
11
日
（
火
）
か
ら
20
日
（
木
）

冬
の
交
通
安
全
運
動

　

冬
期
は
夕
暮
れ
時
の
歩
行
者
（
特
に
高
齢

者
）
や
自
転
車
乗
用
中
の
人
を
見
逃
し
や
す

く
、
凍
結
路
面
で
の
ス
リ
ッ
プ
事
故
等
も
多

発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

悲
惨
な
死
亡
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
路

面
状
況
に
応
じ
た
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
で
ゆ
と

り
あ
る
安
全
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

巡
回
交
通
事
故
相
談

▽
11
月
５
日
、
12
月
３
日
、
１
月
14
日
、
２

月
４
日
、
３
月
４
日
▽
11
時
～
15
時

十
勝
合
同
庁
舎
３
階
研
修
室

十
勝
総
合
振
興
局
環
境
生
活
課
☎
０
１
５
５

（
26
）
９
２
４
９

※
相
談
の
受
け
付
け
は
、
事
前
に
電
話
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
巡
回
相
談
日
以
外
で
電
話
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
北
海
道
交
通
事
故
相
談
所
（
☎

０
５
０
‐
３
５
３
３
‐
４
７
０
３
）

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

全
国
一
斉

『
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化
週
間

　

暴
力
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
そ
の
他
、
親
子
・
離
婚

問
題
な
ど
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　

人
権
擁
護
委
員
ま
た
は
法
務
局
職
員
が
、

あ
な
た
の
相
談
に
耳
を
傾
け
、
適
切
な
ア
ド

バ
イ
ス
・
専
門
機
関
へ
の
紹
介
等
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
電
話
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
は
女
性
の
方
に
限
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

期
間
▽
11
月
17
日
（
月
）
～
23
日
（
日
）
▽
平

日
＝
８
時
30
分
～
19
時
▽
土
日
＝
10
時
～
17
時

ホッ
ト
ラ
イ
ン
☎
０
５
７
０
（
070
）
８
１
０

実
施
機
関
▽
釧
路
地
方
法
務
局
▽
釧
路
人
権

擁
護
委
員
連
合
会

釧
路
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
☎
０
１
５
４

（
31
）
５
０
１
４
〔
担
当
：
五
十
嵐
〕

消
費
者
生
活
相
談

　

身
に
覚
え
の
な
い
架
空
請
求
や
悪
質
な
訪

問
販
売
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
相
談
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
「
だ
ま
さ
れ
た
！
」「
な
ん
か
お
か
し
い

ぞ
？
」
と
気
づ
い
た
時
、
た
め
ら
わ
ず
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

11
月
28
日
（
金
）
11
時
～
15
時
30
分

役
場
１
階
会
議
室

相
談
員
▽
上
村
正
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

運
転
免
許
更
新
時
講
習

　

11
月
は
、
豊
頃
町
で
は
講
習
は
行
わ
れ
ま
せ

ん
。
次
回
の
講
習
予
定
は
、12
月
４
日（
木
）で
す
。

詳
細
▽
豊
頃
町
で
行
わ
れ
る
講
習
月
は
偶
数

月
▽
種
別
は
「
優
良
」（
13
時
15
分
～
）、「
違

反
」（
14
時
15
分
～
）
の
み
▽
「
一
般
」
ま
た
は

「
初
回
」
を
受
講
さ
れ
る
方
は
、
池
田
会
場

等
で
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
切
替
通
知

書
に
よ
り
、
池
田
警
察
署
で
切
替
手
続
き
を

終
了
さ
れ
た
方

■参考～町外実施会場

会　　場 日　　時

池田会場

（西部地域コミセン）
池田町字利別東町 12−11
☎（579）2138

11 月 11 日（火）
12 月 9 日（火）

違反10:00優良13:00
一般13:40

初回14:50（12 月のみ）

浦幌会場

（中央公民館）
浦幌町字桜町15番地5
☎（576）3095

11 月 7 日（金）
優良13:30
違反14:30

注）十勝池田警察署管内

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

平
成
26
年
分

年
末
調
整
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、税
務
署
の
委
託
業
者
か
ら
、皆
さ
ん
の

と
こ
ろ
へ
直
接
関
係
書
類
等
が
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、当
日
は
郵
送
さ
れ
た
書
類
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、関
係
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
し
た
ら
、

数
量
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、不
足
分
に
つ
い
て
は

当
日
会
場
で
補
充
願
い
ま
す
。

▽
11
月
19
日（
水
）10
時
～
12
時
▽
受
付
＝

９
時
30
分
～

え
る
夢
館 
２
階 
視
聴
覚
室

役
場
住
民
課
住
民
税
係
☎ （
574
）２
２
１
３

十
勝
川
改
修
工
事
に
お
け
る
土
砂

運
搬
の
お
知
ら
せ

　

帯
広
開
発
建
設
部
池
田
事
務
所
で
は
、
十

勝
川
改
修
工
事
に
伴
い
、
11
月
か
ら
来
年
２

月
下
旬
ま
で
、
土
砂
運
搬
を
行
い
ま
す
。

　

土
砂
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
、
１
日
当
た
り
最

大
で
９
０
０
台
の
ダ
ン
プ
の
往
来
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

役
場
産
業
課
土
地
改
良
係
☎（
574
）２
２
１
7

公
衆
ト
イ
レ
の

冬
期
間
閉
鎖
に
つ
い
て

　

次
の
公
衆
ト
イ
レ
は
冬
期
間
閉
鎖
し
ま
す
の
で
、

閉
鎖
中
は
近
隣
の
公
共
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
豊
頃
消
防
署
横
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
公
衆
ト
イ
レ
】

閉
鎖
期
間
▽
平
成
26
年
12
月
１
日
（
月
）
～
平

成
27
年
３
月
31
日
（
火
）

【
大
津
観
光
ト
イ
レ
】

閉
鎖
期
間
▽
平
成
26
年
12
月
１
日
（
月
）
～
平

成
27
年
３
月
31
日
（
火
）

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

乳
幼
児
・
1.6
歳
児
・
3
歳
児
健

診
の
お
知
ら
せ

保
健
セ
ン
タ
ー

無
料

内
容
▽
身
体
計
測
、
問
診
、
診
察
、
歯
科

健
診
、
各
種
相
談

11
月
11
日
（
火
）

内容 受付 対　象 持ち物

3・4
か月児

13:00
～ 

平成26年6月10日～
平成26年8月11日生

・母子手帳
・アンケート用紙
※新生児訪問時にお

渡ししています。

7・8
か月児

平成26年2月10日～
平成26年4月11日生

11・12
か月児

平成25年10月10日～
平成25年12月11日生

1 歳 6
か月児

平成25年3月10日～
平成25年5月11日生

・母子手帳
・歯ブラシ
・当日の尿
・アンケート用紙
※対象児に郵送します。

3 歳児
平成23年9月10日～
平成23年11月11日生

※ご不明な点がありましたら、保健師までご相談ください。

役
場
福
祉
課
健
康
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
で
す

全
国
で
は
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
対

応
件
数
は
依
然
と
し
て
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
厚
生
労
働
省
で

は
毎
年
11
月
を
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

と
定
め
、
児
童
虐
待
問
題
に
対
す
る
社
会
的

関
心
の
喚
起
を
図
る
た
め
、集
中
的
な
広
報
・

啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
に
関
す
る
ご
相
談
、
お
問
い
合

わ
せ
は
次
の
と
お
り
で
す
。

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
064
）
０
０
０

平
成
27
年
度
か
ら
子
ど
も
子
育

て
新
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
24
年
８
月
に
国
の
子
ど
も
・
子
育
て

関
連
３
法
が
成
立
し
、
平
成
27
年
度
か
ら
新

制
度
が
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

【
新
制
度
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
】

・
新
制
度
は
、
幼
稚
園
、
保
育
所
な
ど
に

加
え
、
認
定
こ
ど
も
園
の
拡
充
、
町
の

認
可
事
業
と
し
て
、
地
域
型
保
育
事
業

（
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
事
業

所
内
保
育
な
ど
）
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

・
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
充
実

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
ど
）

【
新
制
度
の
全
体
像
】

・
新
制
度
は
、幼
稚
園
、保
育
所
等
の
施
設

型
給
付
と
新
設
さ
れ
た
地
域
型
保
育
給

付
お
よ
び
児
童
手
当
か
ら
な
る「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
給
付
」と
市
町
村
が
実

施
す
る「
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
」で
構
成
さ
れ
ま
す
。今
後
、子
ど
も

子
育
て
支
援
事
業
計
画
を
策
定
し
、子

育
て
支
援
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

◆
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付

・
施
設
型
給
付

認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
所

・
地
域
型
保
育
給
付

小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
居
宅
訪

問
型
保
育
、
事
業
所
内
保
育

・
児
童
手
当

保
護
者
へ
の
現
金
給
付

※
施
設
型
給
付
、
地
域
型
保
育
給
付
は
公

費
を
確
実
に
、
教
育
・
保
育
の
費
用
に

充
て
る
た
め
利
用
者
へ
の
直
接
で
は
な

く
市
町
村
に
支
払
う
仕
組
み
で
す
。

◆
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
乳
児
家

庭
全
戸
訪
問
事
業
、
延
長
保
育
事
業
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ（
学
童
保
育
）な
ど

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎
（
574
）
３
９
３
２

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

乳
児
（
１
歳
６
か
月
未
満
児
）
を
持
つ
親
と
そ

の
子
が
安
心
し
て
遊
べ
、
お
母
さ
ん

同
士
が
子
育
て
に
つ
い
て
気
軽
に

お
し
ゃ
べ
り
で
き
る
広
場
で
す
。

10
時
～
12
時

１
歳
６
か
月
未
満
児
（
平
成
24

年
６
月
1
日
～
平
成
26
年
10
月

30
日
生
）
を
持
つ
親
と
そ
の
子

※
未
就
学
児
の
兄
弟
姉
妹
同
伴

は
か
ま
い
ま
せ
ん
。
兄
弟
姉
妹
に

つ
い
て
は
別
室
で
託
児
を
行
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎

（
574
）
３
９
３
２

【
国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
】

交
通
事
故
と
健
康
保
険

　

交
通
事
故
の
よ
う
に
他
人（
第
三
者
）か
ら

身
体
的
お
よ
び
精
神
的
損
傷
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
治
療
に
係
る
医
療
費（
過
失
相
当
分
）は

原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担
す
る
べ
き
費
用
で

す
。し
か
し
、現
実
的
に
は
話
し
合
い
や
賠
償
請

求
が
遅
れ
る
た
め
一
時
的
に
健
康
保
険
の
給
付

を
受
け
て
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
と
き
健
康
保
険
で
負
担
し
た
費
用
は
、

加
害
者
に
代
わ
り
一
時
立
て
替
え
て
い
る
状
況

に
な
る
の
で
、後
日
加
害
者
へ
損
害
賠
償
請
求

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

治
療
を
要
す
る
事
故
等
が
発
生
し
た
と
き

に
は
、す
ぐ
に
役
場
福
祉
課
へ
届
出
を
す
る
と

と
も
に
、後
遺
症
等
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

加
害
者
と
安
易
に
示
談
を
し
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、気
軽
に
治
療
費
を
受
け
取
る
な
ど
の

行
為
に
も
重
ね
て
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
届
出
に
必
要
な
も
の
】

▽
交
通
事
故
証
明
書（
後
日
で
も
可
）▽
保

険
証
▽
印
鑑

【
給
付
の
制
限
に
つ
い
て
】

　

次
の
よ
う
な
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で

疾
病
に
か
か
っ
た
り
負
傷
し
た
場
合
は
、保
険

給
付
を
制
限
し
ま
す
。

①
故
意
の
犯
罪
行
為
等
に
よ
る
も
の

②
け
ん
か
闘
争
に
よ
る
も
の

③
泥
酔
に
よ
る
も
の

④
社
会
通
念
上
の
著
し
い
不
良
行
為

⑤
正
当
な
理
由
な
く
、療
養
の
指
示
に
従
わ

な
い
場
合

役
場
福
祉
課
保
険
係
☎（
574
）２
２
１
4

日　程 場　所 内　容 備　考
11月26日
（水）

こどもプラザ
とよころ

自由遊び
手遊び

赤ちゃんを遊ばせながら、
お母さん同士でおしゃべりし
て交流を深めましょう。

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
子
育
て
▽
保
健
・
年
金

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境
▽
税
金
▽
そ
の
他


